
識
一争い一－一一毎

･． .‐ ・冒弓9．：？
' も ｡ ‘05 ．

■

＝

契糸勺 薑書

ノ

平成26年度司法修習生考試事務委託業務（以下「業務」という。 ）に関し，発注者最

高裁判所（以下「発注者」という。 ）と受注者株式会社ヒューマントラスト （以下「受注

者」 という。 ） とは，次の条項及び別添の仕様書（以下「仕様書」 という。 ）により契約

を締結し，信義に従い誠実にこれを履行するものとする。

（業務の名称，期間等）

第1条業務の名称，期間及び契約金額は，次のとおりとする。

（1） 名 称平成26年度司法修習生考試事務委託業務

（2） 期 間契約日から同年12月26日まで

（3） 契約金額金27， 827， 618円

（うち消費税及び地方消費税額2， 061， 305円を含む）

（契約保証金）

第2条受注者は，契約保証金の納付を要しないものとする。

（業務内容等）

第3条受注者は， この契約に基づいて，仕様書に従った業務を行う。

（権利義務の譲渡等の制限）

第4条受注者は， この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を発注者の

承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し，又は承継させてはならない。

（下請等の制限）

第5条受注者は，業務の全部を第三者に委託し，又は請け負わせてはならない。ただし，

業務の一部を第三者に委託し，又は請け負わせることについて，書面による発注者の承

諾を受けた場合は， この限りでない。この場合，下請負人の名称その他の必要な事項を

発注者に通知しなければならない。

（業務の監督等）

第6条発注者は，受注者の業務につき必要な監督を行うため，監督職員を定めて，業務

の立会い，指示，承諾又は協議を行わせることができる。

（業務完了の検査）

第7条受注者は，業務がすべて完了した場合には，書面によりその旨を発注者に通知し

なければならない。

2発注者は，前項の通知を受理した場合には，その受理した日から起算して10日以内

に，発注者の定めた検査職員に必要な検査を完了させ，その結果を受注者に通知しなけ

ればならない。

3検査に要する費用は，受注者の負担とする。

（代金の支払）

第8条受注者は，前条の検査に合格した旨の通知を受理した場合には，遅滞なく適法な

代金の支払請求書を発注者に提出するものとする。

2発注者は，前項の支払請求書を受理した日から起算して30日 （以下「約定期間」と

いう。 ）以内に，受注者の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。

（履行遅延の賠償）

第9条発注者は，約定期間内に代金の支払をしなかったときは，遅延損害金を受注者に

支払わなければならない。
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2受注者は，その責めに帰すべき事由により業務を遅滞した場合には，遅延損害金を発
注者に支払わなければならない。
3 前二項の遅延損害金は，第1項の場合においては支払が遅延した金額に対し，遅延日
数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第8条
第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率（ただし，率適用は財務省告示
の施行日による。 ）の割合で，前項の場合においては遅延した業務部分に対する契約金
額相当額に対し，遅延日数に応じ年5． 0パーセントの割合でそれぞれ計算した額とす
る。ただし，その額に100円未満の端数がある場合は， これを切り捨て，その額が1
00円未満である場合は，その支払を要しないものとする。
（検査の遅延）

第10条発注者がその責めに帰すべき事由により第7条第2項に規定する期間内に検査
を完了しなかった場合には，その期間を経過した日から検査を完了した日までの日数
（以下「遅延期間」 という。 ）を約定期間から差し引くものとする。この場合において，
遅延期間が約定期間の日数を超えるときは，約定期間は満了したものとみなし，発注者
は，その超える日数に応じ，前条第1項及び第3項に規定する遅延損害金を受注者に支
払うものとする。

（危険負担等）

第11条業務の施行に伴い生じた損害は，発注者の責めに帰すべき事由により生じた場
合を除き，受注者の負担とする。
2天災その他の不可抗力により，債務の履行が不能となった場合には，発注者又は受注
者は，相手方の同意を得て， この契約を無償で解除することができるものとし，既に要
した費用については，発注者及び受注者の各自の負担とする。
（暇疵担保責任）

第12条発注者は，受注者が行った業務に隠れた暇疵を発見したときは，受注者に対し，
損害の賠償を請求することができる。この場合における担保の期間は，第7条第2項の
検査に合格したときから1年とする。
（秘密の保持等）

第13条発注者及び受注者並びにその職員，代理人及び使用人は， この契約に際し知り
得た相手方の秘密事項を他に漏らし，又は他の目的に使用してはならない。
2受注者は，発注者から交付された対象となる資料等の取扱いについて十分な注意を払
い，紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。
（発注者の契約解除権）

第14条発注者は，受注者（その代理人及び使用人を含む。 ）が次の各号のいずれかに
該当する場合には， この契約を解除することができる。
（1） この契約の条項又は仕様書に違反した場合
（2） 監督職員の監督若しくは検査職員の検査を妨げ，又は妨げようとした場合
（3）詐欺その他の不正行為をし，又はしようとした場合
（4） その他この契約の目的を達することができないと認められる場合
2前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，受注者の負担とする。
3発注者は，第1項の規定により契約を解除した場合において，業務の既済部分で検査
に合格したものがあるときは， これに相当する代金を受注者に支払わなければならない。
（受注者の契約解除権）
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第15条受注者は，発注者がこの契約の条項若しくは仕様書に違反し，又は著しくこれ
と異なる指示をしたため，業務を中止し，又は業務の遂行が不可能になった場合には，

この契約を解除することができる。

2前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，発注者の負担とする。

3 受注者が第1項の規定により契約を解除した場合において，業務の既済部分で検査に
合格したものがあるときは，発注者は， これに相当する代金を受注者に支払わなければ
ならない。

（違約金）

第16条前二条の規定により契約が解除された場合には，受注者又は発注者は，違約金
として契約金額の10分の1に相当する金額を発注者又は受注者の指定する期限内に支
払わなければならない。

（談合等の不正行為にかかる違約金）

第17条受注者は， この契約に関し，次の各号のいずれかに該当する場合には，発注者
の請求に基づき，契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する
期限内に支払わなければならない。

（1） 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54

号。以下「独占禁止法」という。 ）第3条の規定に違反し，又は受注者が構成事業

者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより，公正

取引委員会が受注者に対し，独占禁止法第7条の2第1項（独占禁止法第8条の3
において読み替えて準用する場合を含む。 ）の規定に基づく課徴金納付命令（以下

「納付命令」という。 ）を行い， 当該納付命令が確定したとき（同委員会が，受注

者に対して，独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納
付を命じない旨の通知を行い，又は確定した当該納付命令を独占禁止法第51条第

2項の規定により取り消した場合を含む。 ） 。

（2） 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令（こ

れらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」

という。 ）に対して行われたときは，受注者等に対する命令で確定したものをいい，

受注者等に対して行われていないときは，各名宛人に対する命令すべてが確定した
場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」 とい

う。 ）において， この契約に関し，独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違
反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。ただし，受注者が独占
禁止法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が独占禁止法第2条第
9項の規定に基づく不公正な取引方法（昭和57年公正取引委員会告示第15号）

第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として，
受注者がこれを証明し，その証明を発注者が認めたときはこの限りでない。

（3） 納付命令又は排除措置命令により，受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号
の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった

取引分野が示された場合において， この契約が， 当該期間（これらの命令に係る事

件について，公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い， これが確定したとき

は， 当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間

を除く。 ）に入札（見積書の提出を含む。 ）が行われたものであり，かつ， 当該取
引分野に該当するものであるとき。
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（4） 受注者又は受注者の代理人の刑法第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若し
くは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2受注者は，前項第4号に規定する場合に該当し，かつ，次の各号のいずれかに該当す
る場合には，前項の契約金額の10分の1に相当する額のほか，契約金額の100分の

5に相当する額を違約金として発注者の指定する期限内に支払わなければならない。

(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について，独占禁止法第7条の2第7項，

第8項又は第9項の規定の適用があるとき。

（2） 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において，受注者又は受注者の代理人（受
注者が法人にあっては， その役員又は使用人を含む。 ）が違反行為の首謀者である
ことが明らかになったとき。

（3） 受注者が発注者に対し，独占禁止法に抵触する行為をしていない旨の誓約書を提出

しているとき。

3 受注者は，契約の履行を理由として，前二項の違約金を免れることができない。

4第1項及び第2項の規定は，発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する
場合において発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

（談合等の不正行為にかかる発注者の契約解除及び違約金に関する遅延利息）

第18条受注者が前条の違約金を発注者の指定する期限内に支払わないときは，発注者
は何らの通知催告を要せずこの契約の全部又は－部を解除することができるものとし，

受注者は当該期限を経過した日から支払をする日までの日数に応じ，年5． 0パーセン

トの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

（属性要件に基づく契約解除）

第19条発注者は，受注者が次の各号の一に該当すると認めるときは, ･何らの催告を要
せず，本契約を解除することができる。

（1） 法人等（個人，法人又は団体をいう。 ）の役員等（個人である場合はその者，法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。 ）の

代表者，団体である場合は代表者，理事等，その他経営に実質的に関与している者を
いう。以下同じ。 ）が，暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（

平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。 ）又は暴
力団員等（同法第2条第6号に規定する暴力団員又は第32条第1項第2号ないし第

4号に規定する者及び団体をいう。以下同じ。 ）であるとき。

（2） 役員等が， 自己， 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的，又は第三者に損害
を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員等を利用するなどしているとき。

（3） 役員等が，暴力団又は暴力団員等に対して，資金等を供給し，又は便宜を供与する
など直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与していると

き。ただし，法令により取引を義務付けられている場合を除く。

（4）役員等が，暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを利用するなどして

いるとき。

（5）役員等が，暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

（行為要件に基づく契約解除）

第20条発注者は，受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を
した場合は，何らの催告を要せず，本契約を解除することができる。

（1） 暴力的な要求行為
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（2） 法的な責任を超えた不当な要求行為

（3） 取引に関して脅迫的な言動をし，又は暴力を用いる行為

（4） 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為

（5） その他前各号に準ずる行為

（表明確約）

第21条受注者は，前二条のいずれにも該当しないことを表明し，かつ，将来にわたっ

ても該当しないことを確約する。

2 受注者は，前二条各号の一に該当する行為を行った者（以下「解除対象者」 という。

）を再請負人等（再請負人（再請負が数次にわたるときは，すべての再請負人を含む。

） ，受任者（再委任以降のすべての受任者を含む。 ）及び再請負人若しくは受任者が当

該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。 ） としない
ことを確約する。

（再請負契約等に関する契約解除）

第22条受注者は，契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは，直

ちに当該再請負契約人等との契約を解除し，又は再請負人等に対し当該解除対象者に該

当する再請負人等との契約を解除させるようにしなければならない。

2発注者は，受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し，若しく

は再請負人等の契約を承認したとき，又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当

該解除対象者である再請負人等との契約を解除せず，若しくは再請負人等に対し当該解

除対象者である再請負人等との契約を解除させるための措置を講じないときは，本契約

を解除することができる。

（損害賠償）

第23条発注者は，第19条，第20条及び前条第2項の規定により本契約を解除した

場合は， これにより受注者に生じた損害について，何ら賠償ないし補償することを要し

ない。

2受注者は，発注者が第19条，第20条及び前条第2項の規定により本契約を解除し

た場合においで，発注者に損害が生じたときは，契約書第16条に定める方法等に従い

その損害を賠償するものとする。

（不当要求等に関する通報等）

第24条受注者は， 自ら又は再請負人等が，暴力団又は暴力団員等，社会運動・政治運

動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当要

求等」 という。 ）を受けた場合は， これを拒否し，又は再請負人等をして， これを拒否

させるとともに，速やかに不当要求等の事実を発注者に報告し， さらに，警察への通報

及び捜査上必要な協力を行うものとする。

（紛争の解決）

第25条この契約書の各条項において発注者及び受注者が協議して定めるものにつき，

協議が調わない場合その他この契約に関し発注者及び受注者間で紛争が生じた場合には，

発注者及び受注者が協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。

この場合における紛争の処理に要する費用は，発注者及び受注者が協議して特別の定め

をしたものを除き各自これを負担する。

（契約の疑義）

第26条この契約に定めのない事項その他疑義のある場合は，発注者及び受注者が協議

が
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して定めるものとする。

この契約の証として，本書2通を作成し，発注者及び受注者が記名押印の上，各自これ
を保有する。

平成26年7月2日

東京都千代田区隼町4番2号

最高裁判所

支出負担行為担当官

最高裁判所事務総局経理局長垣内
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仕 様 書

第1 適用
毎

本仕様書は，最高裁判所が平成26年度に実施する司法修習生考試に適用す
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第2履行期間等

業務履行期間は契約締結の日から平成26年12月26日までとする。ただ

し，考試（試験）実施期間は，次のとおりとする。

平成26年11月20日 （木）及び同月21日 （金）並びに同月25日

（火）から同月27日 （･木）までの5日間

第3業務範囲

別紙第1のとおり

第4提出書類

受注者は，契約締結後，別紙第2の書類を発注者に提出する。

第5 実施体制等

1 受注者は，本業務を公正かつ円滑に遂行できるよう，試験監督者及び試験監

督補助者（以下「試験監督者等」 という。 ）を受注者において用意しなければ

ならない。

2受注者は，考試の実施方法等について，発注者の指示に従わなければならな
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第6 業務責任者等

1 受注者は，契約締結後速やかに，各試験会場につき業務責任者各1人，業務

副責任者各1人及びその補助者（考試当日の進行事務担当者）若干名を定め，

発注者に報告する。

2業務責任者は，発注者と事前に十分な打合せを行い，考試実施業務及びそれ

に付随する業務が公正かつ円滑に実施されるよう努めなければならない。

1



3業務副責任者は，業務責任者とともに，発注者と事前に十分な打合せを行い，

業務責任者を補佐して考試実施業務及びそれに付随する業務が公正かつ円滑に

実施されるよう努めなければならない。

4受注者は，考試実施業務が公正かつ円滑に実施されるよう試験監督者等をあ

らかじめ教育しなければならない。

なお，受注者は，考試初日の前日に各試験会場において試験監督者（必要に

応じて試験監督補助者等）が参加する考試実施業務のリハーサルを実施しなけ

「 れぱならない。

第7物品等

1 本業務に必要な物品等のうち，問題用紙，答案表紙，答案用紙，草稿用紙，

六法，貸与記録及び貸与資料は，発注者が用意する。

2次の物品等は受注者において用意する。

(1)受験者に配布する付せん及び綴りひも並びに実施場所で試験監督者等が使

用するボールペン，鉛筆， ビニールひも，はさみ等の考試実施に必要な物品

（2） 司法研修所において受験者が二人掛けで使用する机（幅180cm,奥行き

50cm,高さ70cm程度のものでガ考試に使用するものとして支障のないも

の。 ) 80台（なお，机の搬入出に当たっては，発注者が指示する場所への

養生を行うこと。 ）

（3） 司法研修所の考試事務室で使用する机（幅180cm,奥行き50cm,高さ

70cm程度のもの。 ) 20台（なお，机の搬入出に当たっては，発注者が指

示する場所への養生を行うこと。 ）

（4） 各試験会場で看護師が傷病者等の看護や応急処置を行うために必要な器具

（血圧計，包帯等）一式

（5） 司法研修所で使用するプリンタ（モノクロレーザー,A4サイズの印刷可

能,印字スピードは1分間当たりA4サイズ20枚以上程度，パソコンと1

台ずつUSB接続して使用できるもの。ACケーブル及びプリンタケーブル

《

2



を含む。 ） 7台

（6） 大阪会場で使用するノートパソコン（基本ソフトはWindowsVista,ディス

プレイのサイズは15インチ以上，プリンタ及びマウスを接続した状態でUS

Bポートに1つ以上の空きのあるもの， ワープロソフトとしてWord

(Word2007)及びExcel (Excel2007｡ Excelについては1台のみで可）がイ

ンストールされているもの,ACケーブル及びマウスを含む。 ）及びプリン

タ（仕様については(5)と同様。 ）各3台

第8秘密保持等

1 受注者は，いかなる場合においても，試験問題，貸与記録及び貸与資料の

内容，答案の内容その他業務上知り得た秘密事項を第三者に漏らしてはなら

，

’
1
4

！
8

4
9

1

1
A

〆

ない。

2受注者は，試験監督者等その他本業務に従事している者（運搬業務に従事

する者を含む。 ）に対し，いかなる場合においても，試験問題，貸与記録及

び貸与資料の内容，答案の内容その他業務上知り得た秘密事項を第三者に漏

らしてはならない義務があることを周知徹底しなければならない。

3個人情報の取扱いについては次のとおりとする。

（1） 受注者は，個人情報の保護の重要性を認識し，本業務の実施に当たって

は，個人の権利利益を侵害することのないよう，個人情報の取扱いを適正

に行わなければならない。

（2） 受注者は，いかなる場合においても，本業務に関して知り得た個人情報

の内容をみだりに他人に知らせてはならない。

（3） 受注者は，試験監督者等その他本業務に従事している者に対し，いかな

る場合においても，本業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他

人に知らせ，又は不当な目的に使用してはならないことなど，個人情報の

保護に必要な事項を周知徹底しなければならない｡

(4) 受注者は，本業務に関して知り得た個人情報の漏えい，滅失又はき損の
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』

『

防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければな

らない。

（5） 受注者は，本業務を実施するために個人情報を収集する場合は，業務の

目的を達成するために必要な範囲で，適法かつ公正な手段により行わなけ

ればならない。個人情報を収集する必要が生じたときは，事前に発注者に

報告し，その指示を受けなければならない。

（6） 受注者は，本業務に関して知り得た個人情報を本業務を実施する目的以

外の目的のために自ら利用し，又は提供してはならない。

9 その他

1 受注者の故意又は過失によって考試の公正性が害されるなどの事情（問題等

の漏えい，答案回収・整理上の不備などの発生）により，司法修習生の修習終

了判定ができないときには，受注者は，損害賠償義務を負うほか，受注者の負

担により，発注者の指定する日時に考試を再実施しなければならない。その場

合において，第9の3は保証されない。

2受注者の故意又は過失によって本業務を実施する考試会場（司法研修所及び

大阪会場）の施設，付属設備，その他備品等を汚損， き損，紛失等した場合は，

受注者が原状に回復し，その損害賠償義務を負う。

なお，使用期間中に汚損， き損，紛失等の事態が生じたときは，速やかに発

注者にその旨を報告する。

3本業務を実施する試験室及び試験監督者等の待機場所は，発注者が受注者に

対し，無償で提供する（試験監督者等は，試験会場までは公共交通機関を利用

すること。 自家用車や自転車等，駐車が必要な交通用具で試験会場に来ること

は認めない。 ） 。

4本業務により発生した廃棄物等は，司法研修所内においては発注者の定める

場所に廃棄する方法で処分し，大阪会場内においては受注者において処分する。

5受注者は，業務を第三者に委託し，又は請け負わせてはならない。ただし，

「

第9

イ

4



書面による発注者の承諾を受けた場合は， この限りではない。この場合，下請

負人の名称その他の必要な事項を発注者に通知しなければならない。

6受注者は，本業務を請け負ったことについて，業務実施中及び業務終了後を

問わず積極的に宣伝してはならない。
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その他本仕様書に定めのない事項及び内容については，発注者の指示に従う。7戸
一 ｉ
ｊ
９
矧
ｉ
；
画
１
３
３
３
〃
§
ｉ
Ｉ
ｉ
１
１
Ｉ
Ｉ
３
Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
１
１
１
１
１
１
１

●

〃

ム

壁
子
し
き
昌
遭
ョ
万

，

ド
士

史
ロ 心

８
§
§
ろ
Ｆ
可
剤
５
１
曾
蠅
・
１
垣
４
１
＄
１
口
§
９
勺
＆
限
勾
３
叩
‐
暑
迅
を
Ｅ
ｊ
４
野
●
、
シ
創
哩
『
Ｊ
＃
。
》
ｊ
丹
守
Ｂ
ｖ
間
．
仏
‐
時
鵠
３
日
岨
凹
晒
４
用
罪
笥
荊
時
Ｆ
ｇ
３
Ｈ
８
３
３
＃
８
日
目
２
月
同
月
葛
昌
聾
凰
募
匁
骨
肖
５
吋

Ｐ
一
『
『
出
口
で
凸
◆

。

●
、
Ｄ
〆
。
』
、
〃
↑

5



（別紙第1）

仕様書第3業務範囲について

本業務は，考試の実施に必要な受験票等の作成から考試会場の設営，配布物の仕

分け，運搬，考試実施中の進行，受験者の監視，考試時間終了後の答案の整理，運

搬，最高裁判所への引継ぎ，業務実施後の報告までを行うものとする。

業務範囲の詳細は，下記のとおり。

記

1 実施場所（試験会場）

（1） 司法研修所埼玉県和光市南2丁目3番8号

（2） 大阪市内の試験実施可能な施設（以下「大阪会場」 という。 ）

2受験者等

（1） 受験者

平成25年度司法修習生

（2） 受験者数

約2， 100人（司法研修所における受験者数約1， 650人，大阪会場

における受験者数約450人）

3試験時間等

（1） 1日の試験時間

7時間30分（昼食時間1時間を含む。昼食時間中も答案作成が可能である。 ）

「

（ ．

注：一定時刻経過後の途中退出が認められている。

（2） 1日に実施する試験科目数 1科目

4試験室等

(1) 司法研修所

ア試験室41室程度

（ｱ） 大教室20室 （1試験室当たりの収容可能受験者数約50人）

（ｲ） 中教室 19室 （1試験室当たりの収容可能受験者数約30人）

6



1

(ｳ） 西館4階教室（旧多目的室） 2室（1試験室当たりの収容可能受験者数約4

0人）

㈲特例措置受験者試験室適宜（最大4室程度）

イ試験監督者等の待機場所1室

ウ喫煙場所2箇所

（2）大阪会場

ア試験室 5室程度

げ） 第1室 （収容可能受験者数約90人）

（ｲ）第2室 （収容可能受験者数約100人）

（ｳ） 第3室 （収容可能受験者数約90人）

（ｴ） 第4室 （収容可能受験者数約80人）

鮒第5室 （収容可能受験者数約90人）

㈲特例措置受験者試験室適宜（最大4室程度）

イ試験監督者等の待機場所 1室

ウ喫煙場所 1箇所

5試験監督体制

考試における試験監督体制は次のとおりとする。たメ考試における試験監督体制は次のとおりとする。ただ

１
１

し，試験監督者の少なく

とも半数は，過去に「国家資格試験」又は「大学入学試験」の監督，試験官等の

実績が10回以上ある者を配置し，その余の試験監督者には，同実績が3回以上

ある者を配置する。また，試験監督補助者の少なくとも半数は，過去に「国家資

格試験」又は「大学入学試験」の監督，試験官，試験の立会い等の実績が3回以

上ある者を配置し,・その余の試験監督補助者には同実績が1回以上ある者を配置

する。

なお，試験監督者及び試験監督補助者は，試験開始後（受験者の昼食時間を除

く。 ）に他の試験監督者又は試験監督補助者と交替し，休憩をとることができる。

(1) 司法研修所
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’ア試験監督者

悪7f裾.．島 『垂？

イ試験監督補助者

’

１
１

’

’
－

一一一一

一

’｜ －

『
ウ看護師常

(2)大阪会場

ア試験監督者

常時1人

’I

イ試験監督補助者

｜

’

’

－ ’

’

ウ看護師常時1人

6設営及び原状回復

次に掲げる場所について，考試初日の前日の午後（原則，前日が士， 日，祝日

の場合は，その前の平日。以下同様。司法研修所においては講義終了後。 ） ，以

下に記載したとおり設営を行い，考試最終日の考試終了後に原状回復を行う。

なお，指示された表示標識等は事前に作成しておくこと。

(1)試験室

ア全試験室共通

（ｱ）試験室内配席図記載のとおりに座席を配置する。

（ｲ）試験室入口に試験室表示標識(A4サイズ以上の大きさで「第○試験室

着席番号○○～○○」と試験室番号等が記載されたもの）を貼付する。

（ｳ）試験室入口に試験室内配席図(A3サイズ以上）を貼付する。

／

8



ノ

（ｴ）受験者席に，各受験者の受験番号，着席番号（受験者の座る座席の番

号） ，氏名を表示する(6cm×4cm程度の大きさとする。 ） 。

イ司法研修所の大教室及び中教室

不要な椅子を抜き取り，別途指示する場所へ移動する。

ウ司法研修所の特例措置受験者試験室

受注者が用意するプリンタ （6台）を設置する （発注者が用意するパソコ

ンとプリンタの接続及び正常に動作することの確認を含む。 ） 。

エ大阪会場の特例措置受験者試験室

受注者が用意するパソコン及びプリンタ（2セット）を設置する（パソコ

ン及びプリンタの接続並びに正常に動作することの確認を含む。 ） 。

（2）試験室外

ア司法研修所

（ｱ）廊下等に受験者誘導標識を貼付する（立入禁止，使用禁止，誘導矢印等

A3サイズ以上，適宜の枚数(50枚程度) ) 。

（ｲ）考試事務室に受注者が用意するプリンタ（1台）を設置する（発注者が

用意するパソコンとプリンタの接続及び正常に動作することの確認を含

む。 ） 。

イ大阪会場

（ｱ）廊下等に受験者誘導標識を貼付する（立入禁止，使用禁止，誘導矢印等

A3サイズ以上，適宜の枚数(20枚程度) ) 。

（ｲ） 考試事務室に受注者が用意するパソコン及びプリンタ （1セット）を設

置する（パソコン及びプリンタの接続並びに正常に動作することの確認を

含む。 ） 。

7配布物等

（1）配布物

受験者1人当たり試験日ごとに，次の物を配布する。

「

ノ
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ア六法

イ貸与記録（'’ 2冊程度） （昨年度貸与記録Iー

ウ貸与資料(配布数は科目による。 ） （昨年度貸与資料は｜

’ ｜）

| ）

エ問題用紙（数枚程度）

オ答案表紙（1， 2枚）

力答案用紙（1， 2冊程度） （答案用紙は| － 1)

キ科目ごとの答案用紙（’’ 2枚程度） （答案用紙圏 |）

ク草稿用紙（数枚）

ケ綴りひも

．付せん（試験開始時間前に2色約10枚ずつ。試験開始時間後は，受験者が必要とす

る枚数。 ）

(2)仕分け及び回収等

各配布物を試験当日に配布できるよう，考試初日の前日までに受注者の負担

により次のア及びイのとおり配布物の仕分け及び運搬を行う。

なお，配布物の仕分けの際，受注者の負担により，発注者が用意した配布物

の数量を確認し，その数量を発注者に報告する。

また，六法以外の配布物は即日，六法は考試最終日に，それぞれ次のイの方

法により回収し，受注者の負担により，発注者の指定する部数ごとに梱包（司

法研修所実施分の六法については梱包機を使用し，その他の配布物については

梱包機を使用せずビニールひもで十字にかたく括る方法による。 ）し，運搬し

て引き継ぐ。

ア発注者の指示により，司法研修所において，各試験会場（司法研修所及び

大阪会場）及び試験室ごとに必要な部数に仕分けをし，大阪会場で使用する

配布物については，考試実施前日の発注者が指定する時間に大阪会場内の発

注者が指定する場所に搬入する。

〆
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イ回収した配布物及び六法は，司法研修所実施分は発注者の指定する場所に，

、大阪会場実施分は発注者の指定する期日及び場所にそれぞれ運搬して引き継

ぐ（大阪会場実施分の運搬手順等については後述10参照） 。

8特例措置

受験者の申請により，考試受験の際に特例措置が認められた場合には，発注者

の指示に従い特例措置の内容に沿った対応をとる。これまでの例では，喫煙希望

者の喫煙場所の使用や身体上の事情等による別室での受験，試験時間の延長，座

席配置上の考慮等が特例措置として認められている。また，交通機関の遅延等に

よる特例措置もありうる。

9答案整理及び答案引継ぎ

答案回収後，各受験者の答案表紙の一部を剥離した上，剥離部分及び答案をそ

れぞれ発注者が指示する順に並べ，発注者の定める通数ごとに区分し，次のとお

り引き継ぐ｡

（1） 司法研修所

発注者の指定する場所で引き継ぐ。

（2） 大阪会場

各科目実施後，専用車両により運搬（陸送に限る。積替えは不可。 ） し，翌

日の午前9時までに発注者の指定する司法研修所内の各場所に運搬して引き継

ぐﾞ （運搬手順等については後述10参照） 。

10大阪会場実施分の答案等の運搬手順等

（1）運搬手順等

ア大阪会場への運搬

運搬物の個数及び梱包状況等について，運搬物の梱包及び発送時並びに

受領時に大阪会場の業務責任者が点検を行う。

イ大阪会場からの運搬

例大阪会場において回収した答案を入れたボックス等について，大阪会
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場の業務責任者又は業務副責任者は，発送時に，個数及び梱包状況等の

点検を行った上，司法研修所の業務責任者又は業務副責任者に個数及び

梱包状況を連絡する。また，司法研修所の業務責任者又は業務副責任者

は，受領時に,連絡どおりの個数及び梱包状況等であることについて点

検を行い,その結果を発注者に報告する。

（ｲ） 大阪会場において回収した答案以外の配布物等は,運搬物の個数及び

梱包状況等について，運搬物の梱包及び発送時に大阪会場の業務責任者

又は業務副責任者が点検を行った上，司法研修所の業務責任者又は業務

副責任者に個数及び梱包状況を連絡し，司法研修所の業務責任者又は業

務副責任者が，受領時に連絡どおりの個数及び梱包状況等であることの

点検を行い，その結果を発注者に報告した上，発注者が指定する場所へ

の格納を行う。

(2)安全措置

受注者は，大阪会場実施分の配布物（7の(1)記載の配布物）の運搬業務に

際し，運搬中の事故等を原因とする火災，水濡れ等による運搬物の損傷を防

止するため，耐火，防水及び形状の変わらない素材のボックス等を使用する

こと。

また，試験問題等の漏洩，運搬物の紛失， き損等を防止するため， 7の(1)

記載の配布物のうち，イークの運搬に際し，開封防止及び追跡可能な装備を

すること （施錠，封鍼, GPS等） 。

なお，運搬物の盗難を防止するために必要な措置をとるなど，厳重な管理

体制をとり，機密の保持をすること。

(3) その他

アボックス等の移動，搬入出に当たっては，発注者が指示する場所への養

生を行う。

イ配布物及び答案のほかに，発注者が指定する物品も運搬する（これにつ

「

（
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いては，上記ボックスを利用する必要はない。また，施錠，封絨, GPS

等の安全措置も不要である。 ） 。 （昨年度は段ボール箱5箱程度）

11 監視対象となる禁止行為

受験者は，次の行為を禁止されている。これらが監視の対象となる。これら

の行為を確認したときは，ただちに発注者に報告する。

（1） カンニング行為

（2）試験室の内外を問わず試験時間中に受験者相互で談話をすること。

（3）携帯電話, PHS等の通信機器を所持すること。

（4）貸与されたもの以外の資料や書籍を閲読し，又はそれらを故意に他の受験

者に閲読させること。

（5）所定の試験時間終了後も答案を作成すること。

（6）試験時間中に所定の筆記用具以外の私物を使用すること。

（7）持込みが許可された物以外の物を持ち込むこと。

（8）許可を受けずにエレベーターを使用すること。

（9）立入禁止場所へ立ち入ること。

⑩その他試験の公正性を害する行為

12 その他

（1） 受験者からの質問への対応は，あらかじめ発注者との協議により定められ

た範囲内の質問については受注者が行う。定められた範囲外の質問について

は，発注者に報告し，その指示により対応する。

（2）体調不良等を訴える受験者への対応は，発注者に報告し，その指示により

対応する。
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（別紙第2）

仕様書第4提出書類について

受注者は，下記の書類（いずれも紙質は普通紙以上とする。 ）を提出する。各書

類の名称の次に記載する①～③は，①提出部数，②提出期限，③提出場所を示す。

提出期限については目安であり，契約締結後に発注者から具体的な期限を通知する。
記

1試験監督者，試験監督補助者，看護師名簿

①5部②10月下旬頃③最高裁判所

試験監督者，試験監督補助者ごとに，氏名，年齢，性別，試験監督業務経験の

有無，勤務日及び担当業務を記載した書面。名簿は電子データ (Word又はExce

l)での提出も可能である。

2試験実施進行表 ．

①15部②10月下旬頃③最高裁判所

試験監督者等の考試当日の実施作業スケジュール（試験監督者等の集合から解

散までのスケジュール）を記載した書面。

なお， 9月中旬頃にサンプルを提出し，発注者の点検を受ける。

3試験室配置図

①5部②10月下旬頃③最高裁判所

試験室ごとに試験室番号，当該試験室の着席番号が記載された図面（司法研修

所内の各教室及び大阪会場の各試験室の配置状況については，発注者が事前に書

面で交付する。 ） 。試験室配置図は電子データ (Excel)も提出すること6

4試験室内配席図

①各試験室ごとに3部② 10月下旬頃③最高裁判所

各試験室内における着席番号が記載された図面（司法研修所の各教室内及び大

阪会場の各試験室等の座席の配置状況については，発注者が事前に書面で交付す

る。 ） 。試験室内配席図は電子データ(Excel)も提出すること。

なお， 10月中旬頃にサンプルを提出し，発注者の点検を受ける。
14
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’
5受験者名簿

①次の(1)～(3)各5部② 10月末頃③最高裁判所

発注者の交付する受験者データ （氏名，性別，受験番号，司法研修所での所属

組・番号，特例措置が認められた場合はその内容等）を基に，各受験者の受験す

る試験室及び着席番号を確定させ，受験者データに試験室番号及び着席番号を加

えたものを(1)受験番号順, (2)着席番号順, (3)試験室ごとの着席番号順の3通りに

記載した各試験会場の書面。受験者データはAccess又はExcelデータで交付する

ことが可能である。 (1)～(3)については, Access又はExcelデータも提出すること。

なお， 10月下旬頃にサンプルを提出し，発注者の点検を受ける。

6 考試受験票

①受験者各人ごとに各1部② 10月末頃③最高裁判所

受験者各人に配布するもので，考試の名称，氏名， クラス，受験番号，着席番

号，試験会場，注意事項（※注）等が記載された書面。

なお， 10月下旬頃にサンプルを提出し，発注者の点検を受ける。

※注注意事項は， 3項目程度

1 考試期間中， この受験票を必ず持参してください。

2考試期間中，試験室等への携帯電話PHS等の通信機器の持ち込みを禁

じます。

3 この受験票は，考試の結果が判明するまで大切に保管してください。なお，

紛失した場合，受験番号等の電話による照会には一切応じられません。

7応試心得

①（1） 司法研修所実施分2， 100部， （2） 大阪会場実施分650部

②9月中旬頃 ③司法研修所及び最高裁判所

受験者各人に配布するもので，原稿は発注者が受注者に交付し，受注者がそれ

に基づき印刷する（原稿交付から納品までは3日程度） 。原稿は電子データ (Wo

rd)での交付も可能である。 （昨年度考試の応試心得は6ないし7ページ(A4片面印

刷） ）

また，発注者が指定する数種類の色の用紙で印刷する。 （昨年度考試の場合は3

種類（白を含む。 ） ）
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8受験者各人に配布する通知文書

① 1， 100部ないし2， 400部②8月下旬から9月中旬頃

③司法研修所及び最高裁判所

受験者各人に配布するもので，考試における留意事項等が記載された書面数種

類（昨年度考試の場合は， 3種類1ないし5ページ（いずれもA4片面印刷) ) 。原稿は

発注者が受注者に交付し，受注者がそれに基づき印刷する。原稿は電子データ

(Word)での交付も可能である。

9，業務実施報告書

① 1部② 12月下旬頃③最高裁判所

考試実施後，次の事項について報告する書面。

（1）試験監督者，試験監督補助者及び看護師の出勤実績

（2） 考試各日の試験開始時刻及び試験終了時刻

（3） 考試各日の業務開始時刻及び業務終了時刻

（4） 考試実施中に発注者に書面， 口頭等適宜の方法で報告した事項の事例及び対

処結果

（5） 考試各日の答案提出状況

(6) その他受験者からの質問及びその回答等参考事項

1
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